
・健全化判断比率 （単位：％）

備　　　　　考
実質赤字比率 実質収支 718,738千円
連結実質赤字比率 実質収支 1,989,302千円
実質公債費比率
将来負担比率

※　実質赤字比率及び連結実質赤字比率が算定されない場合は、「－」と記載。

・資金不足比率 （単位：％）

自動車教習所事業会計 126,054千円
上水道事業会計 402,486千円
簡易水道事業会計 237,129千円
下水道事業会計 132,230千円
農業集落排水事業会計 67,587千円
発電事業特別会計 62,766千円

※　資金不足比率が算定されない場合は、「－」と記載。

健全化判断比率とは

１　実質赤字比率
　　一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率。
　　〔算式〕　一般会計等の赤字額／標準財政規模

２　連結実質赤字比率
　　公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額（又は資金不足額）の標準財政規模に対する比率。

（実質赤字額＋資金不足額）－（実質黒字額＋資金剰余額）

３　実質公債費比率
　　一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模に対する比率。

４　将来負担比率
　　一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

　財政健全化比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合は「早期健全化段階」となり、議会の議決を経て財政健全化計画
を策定し、財政の健全化を図っていくこととなります。
　なお、本町においてはいずれの指標も早期健全化基準を下回っており、健全段階にあります。

資金不足比率とは
　各公営企業会計ごとの資金不足額の、事業規模に対する比率であり、経営健全化基準（２０％）以上となった場合には、経営
健全化計画を策定し、経営の健全化を図っていくこととなります。
　なお、本町においては資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当ありません。
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令和６年度財政健全化判断比率及び資金不足比率について

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和６年度の健全化判断比率
並びに資金不足比率を公表します。
　この法律は、地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表制度を設け、当該比率に応じて、財政の早期健全化及び
財政の再生、公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるなどの行財政上の措置を講ずることにより、


